
〃 １８番 安水 義文

４、会長あいさつ

議 長 只今より平成２４年度第７回錦江町農業委員会総会を開会いたします。

本日の総会の出席は20名中19名で定足数に達しており、錦江町農業委員会会議規則第８
条の規定により総会は成立していることをお知らせします。

議案第28号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

３、出席委員（１９人）

会長代理 近川 正人

〃 ４番 木原 光郎
〃 ３番 東郷 輝昭

会長 宿利原勝吉

〃 ５番 厚ケ瀬博文

〃 １２番 貫見 和洋

〃 １５番 落司 順一

〃 ６番 黒瀬 正

事務局職員 事務局長 南園高樹 書記 折久木まり子 書記 中野好太郎

〃 １７番 寺田 郁哉

〃 １３番 鮫島 廣幸

錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

委員 ２番 鈴 一磨

１、開催日時 平成２４年１０月２５日（木）午前９時３０分から

２、開催場所 錦江町役場田代支所３階会議室

５、議 事

〃 １０番 平原 栄

〃 １４番 猪鹿倉昭雄（欠席；届あり）

〃 ７番 牧原 昇
〃 ８番 鍋 康博
〃 ９番 樋渡 俊信

〃 １６番 畠中 正秋

議案第27号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について

〃 １９番 徳永 哲朗
〃 ２０番 基 岸澄

欠席委員 なし

議案第26号 農地法第５条許可申請について

議案第25号 農地法第３条許可申請について

第２ 附議事項

第１ 議事録署名委員の指名



それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により本日の会議録署名委
員を13番鮫島委員と15番落司委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。

次に事務局から会務報告と説明をお願いします。

事務局 （会務報告と説明）

議 長 只今の会務報告について、ご質問ございませんか。

全委員 （発言なし）

議 長 ないようでございますので、以上で会務報告を終わります。
それでは附議事項に入ります。
議案第25号「農地法第３条許可申請について」を議題とします。事務局の説明をお願い

します。

事務局 議案第25号「農地法第3条許可申請について」説明いたします。
農地法第３条許可申請受付番号14号譲渡人は、Ｍ町在住のＫ，Ｚさんで譲渡理由は規模縮
小です。申請地は、

馬場字平和平971番、地目は台帳現況ともに田、地積は1,386㎡です。
譲受人は、Ａ，Ｙさん４４歳でＯＫ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員７、労働力３、農地の所有については自作地が25,555㎡、小作地が

9,955㎡合計35,510㎡です。
譲受理由は規模拡大となっています。
農地の取得要件については、錦江町の別に定める下限面積30ａは問題ございません。
農業機械の所有状況については、茶葉摘採機、防除機、トラクター、耕耘機を所有され

ています。農作業従事については、年間従事できるよう記載があり、農業歴20年以上の経
験があるようです。

農地の全部利用等要件も含めて取得要件を中心に、担当農業委員から調査報告をお願い
します。調査委員は10番の平原委員となっています。

次に受付番号15号の譲渡人は、Ｈ，ＭさんＭ県在住の方で譲渡理由は、規模縮小です。
申請地は、

城元字森山1315-2番、地目は台帳現況ともに田、地積は832㎡です。
譲受人は、Ｉ，Ｔさん73歳でＭ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員３、労働力３、農地の所有については自作地のみ5,397㎡です。
譲受理由は規模拡大です。
農地の取得要件については、錦江町の別に定める下限面積30aは問題ございません。
農業機械の所有状況については、トラクター、田植機、コンバイン、耕耘機となってい

ます。農作業従事については、年間従事できるように記載があり、農業歴50年以上の経験
があるようです。

農地の全部利用等要件を含めて取得要件を中心に担当農業委員から調査報告をお願いし
ます。調査委員は、4番の木原委員です。

次に受付番号16号の譲渡人は、Ｍ，ＭさんＲ自治会にお住いの方で譲渡理由は、規模縮
小です。申請地は、

城元字坂ノ上2590-1番、地目は台帳現況ともに畑、地積は1,581㎡です。
譲受人は、Ｓ，Ｈさん54歳でＮ自治会にお住いの方です。
経営規模は、世帯員６、労働力４、農地の所有については自作地が6,613㎡、小作地が

1,188㎡合計7,801㎡です。
譲受理由は規模拡大です。
農地の取得要件については、錦江町の別に定める下限面積30aは問題ございません。
農業機械の所有状況については、トラクター、田植機、コンバイン、耕耘機となってい

ます。農作業従事については、年間従事できるように記載があり、農業歴20年以上の経験
があるようです。

農地の全部利用等要件を含めて取得要件を中心に担当農業委員から調査報告をお願いし
ます。調査委員は、4番木原委員です。



次に受付番号17号の譲渡人は、Ｓ，ＫさんＫ自治会にお住いの方で譲渡理由は、規模縮
小です。申請地は、

神川字登ケ尾4348番、地目は台帳現況ともに畑、地積は2,600㎡です。
譲受人は、Ｔ，Ｈさん64歳でＫ自治会にお住いの方です。
経営規模は、世帯員２、労働力１、農地の所有については自作地のみ19,189㎡です。譲

受理由は、規模拡大です。
農地の取得要件については、錦江町の別に定める下限面積30aは問題ございません。
農業機械の所有状況については、摘採機、トラクター、管理機等となっています。農作

業従事については、年間従事できるように記載があり、農業歴30年以上の経験があるよう
です。農地の全部利用等要件を含めて取得要件を中心に担当農業委員から調査報告をお願
いします。調査委員は、19番徳永委員です。

次に受付番号18号の譲渡人は、Ｋ，ＳさんＨ自治会にお住いの方で譲渡理由は、規模縮
小です。申請地は2筆あります。

1筆目は、馬場字岩下5326-1番、地目は台帳現況ともに田、地積は190㎡です。
2筆目は、馬場字岩下5333-1番、地目は台帳現況ともに田、地積は629㎡で2筆合計819㎡

です。
譲受人は、Ｋ，Ｍさん78歳でＨ自治会にお住いの方です。
経営規模は、世帯員２、労働力２、農地の所有については自作地のみ2,627㎡です。譲

受理由は、贈与です。
農地の取得要件については、錦江町の別に定める下限面積30aは問題ございません。
農業機械の所有状況については、トラクター、田植機、コンバイン、耕耘機となってい

ます。農作業従事については、年間を通じて従事できるように記載があり、農業歴42年の
経験があるようです。農地の全部利用等要件を含めて取得要件を中止に担当農業委員から
調査報告をお願いします。調査委員は、16番畠中委員です。

議 長 ただ今4人の委員の方々から報告がありましたが、順次報告をお願いします。初めに10
番平原委員からお願いします。

10番
平原委員

ご報告申し上げます。この場所はですね、Ｍパチンコの筋を入った所で、国道と旧道の
丁度中間ぐらいの場所です。今、説明があったようにＡについては、茶が主ですがいろい
ろと他の物も作っておられます。説明がありましたとおり3条要件は満たしていると思い
ます。価格については、全部で2,500,000円です

議 長 ありがとうございました。次に4番木原委員お願いします。

4番
木原委員

受付番号15号の方ですが、この案件につきましてはＩ，Ｔさん譲受人の方が耕作してい
る隣接地でありまして、3年ぐらい前から小作で作られていた土地であります。私の家の
前の土地ですが、譲渡人が現在Ｍ県に住んでいらっしゃるようですが、実の妹の一番下の
方で売買が成立したら、名義変更等は責任を持つという条件で今回取引がされたものであ
りまして、私も以前に相談を受けていたところです。Ｉ，Ｔさんにつきましては、現在長
男夫婦と3人世帯ということで、労働力は確保されておりますし、何ら問題はないものと
思われます。要件も満たしていると、馬鈴薯やら米、スナップエンドウ等を中心に耕作さ
れています。価格については、1,300,000円。

16号につきましては、ＲとＮと近いということもありまして、売り手の希望と買い手の
希望が一致して相対で取引されたものと思います。譲受人のＳさんにつきましては、現在
農協の職員でありますが、家は別ですけれども同じ敷地で親と一緒に農業をされておりま
して、労働力は親の方もまだ元気でありますので問題はありませんが、近くＮを辞めて、
農業に本格的に取り組むという意欲を持っているということでありました。耕作について
は、から芋を中心にといわれましたけれども鳥の巣の無霜地帯に近いところでありますの
で、インゲンも耕作できるということであります。金額については、400,000円で取引さ
れたということであります。以上です。

議 長 ありがとうございました。次に19番徳永委員お願いします。



19番
徳永委員

受付番号17号ですが、譲り渡し人のＳ，ＫさんはＫとなっていますけれども現在息子さ
ん夫婦のＫに住所を移されてＫに住んでおられます。農業をやめるということになりこの
畑を手放すことになりました。畑は、茶畑になっておりまして茶が植えてあります。Ｋ地
区でお茶を栽培している譲受人のＴ，Ｈさんと交渉しまして、売買が成立しております。
法面がちょっと多いので面積を2反という前提で交渉が成立しました。Ｔさんの方は茶一
本ですので、それ以外の労働条件も含めて条件は合致していると判断しております。価格
は全部で640,000円,反当320,000円ということで交渉が成立しております。以上です。

事務局 今、徳永委員から報告がありましたけれどもＳさんは、まだ住所は残してあります。本
人さんがおいでになってこういう財産の処分とか奥さんの介護とか本人さんの体調不良で
いま、先ほどあったとおり向うにいらっしゃるんですけれどもこのような手続き等がある
ので、これらが全部すんでから住所を直したいということなので、加えておきます。以上
です。

議 長 ありがとうございました。次に16番畠中委員お願いします。

16番
畠中委員

Ｋ，ＳさんとＫ，Ｍさんは親戚同士でありまして、今回の申請は登記簿上の名義変更と
いうことでありましてお金等は発生しておりません。以前からＫ，Ｍさんがタバコを経営
しながら耕運されています。23日の日に田んぼを見に行ったんですが、きれいに耕運され
ていました。よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。ただ今、4人の委員から調査報告がありましたが、質問ある
いは異議等はございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。議案第25号「農地法第３条許可申請について」
採決します。議案第25号は原案のとおり許可することに異議ありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、議案第25号「農地法第3条許可申請について」
は原案のとおり許可することに決定しました。

議 長 次に議案第26号「農地法第5条許可申請について」を議題とします。事務局の説明をお
願いします。

事務局 議案第26号について説明いたします。
農地法第５条許可申請受付番号２号の譲受人は、Ｉ，ＭさんＭ町在住の方です。一方譲渡
人は、Ｋ，ＫさんＳ自治会の方です。申請地は、

神川字金吹谷岡6426-9番、地目は台帳現況ともに畑、地積は499㎡です。
申請事項の内、転用目的は一般住宅となっており、転用理由は、現在借家住まいのため

申請地に住宅を建築したいということであります。
申請地の現況、位置等につきましては別紙資料６ページ以降のとおりですので、確認を

お願いします。
農地の区分につきましては、農振地域内でありますが、農用地区分では区域外となって

います。
担当調査委員は６番の黒瀬委員です。

議 長 それでは6番黒瀬委員、調査報告をお願いします。



６番
黒瀬委員

それではご報告申し上げます。今回のＩ，Ｍ氏の案件でございます農地法第5条の許可
申請に伴う現地調査を10月22日会長、事務局、本人の代理人の出席のもとに調査を行って
おります。調査内容については、本農地は当初から農振地域内でありますが農用地区域外
の所であります。この農地は、町道沿いでＳ自治会公民館に近く一般畑の一部です。今回
の譲受人であるＩ，Ｍさんと譲渡人のＫ，Ｋさんは親戚関係にあり、Ｉ，Ｍさんが当地区
内の出身で、これまで借家住まいが続いていましたが勤務場所がＫ．Ｉ病院に再び帰って
きたことを契機に住宅建築場所を探していましたが、適当な場所が見当たらずにいたとこ
ろ親戚であるＫ，Ｋさんとの話がまとまり、Ｉさんの出身地であるＳ自治会内に住宅を建
築する前提で申請地を贈与という形で譲り受けたものであります。本農地は農用地区域外
であり、且つ近隣に自治会公民館をはじめ公共施設のある地域でもあり、自治会の中心地
域につながっていること等を併せて考慮すると農地の生産性向上については、格段の支障
があるとは思えません。申請者の事業計画も明確化しており、転用についてはやむを得な
いものと思われます。今回申請されましたＩ，Ｍさんについては、皆さんもご承知のとお
りだいぶ前にＩ病院につとめていらっしゃいまして、それからＳの病院に移られて、地域
医療に並み並みならぬ意欲を持っていらっしゃるお医者さんでございます。先般のテレビ
等でもでましたとおり熱風鹿児島録という番組で朝と夜に出ていらっしゃいまして、今回
Ｉ病院にお帰りになりまして、本町の地域医療に並み並みならぬ意欲を持った方でありま
して、出身でもあるＳ自治会内に家を作っていただくということは、私ども自治会員に
とってもまた本町の地域医療にとってもすばらしいことではないかと考えているところで
あります。私からの報告は以上でございます。

議 長 ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただ今の報告について質問、異議
等はありませんか。

18番
安水委員

申請地は、畑の真ん中ほどにありますが、あまった余地のところは使える予定はあるの
ですか。

事務局 ここは元々1筆の畑なんですが、今回住宅を作られるということで一般住宅を建築する
場合の面積要件があって、500㎡を超えると許可ができないという関係で499㎡という面積
で分筆をされたんですよ。敷地内に収めるために真ん中付近に調整されたという形です。
畑としては使えます。使うことは可能です。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。議案第26号「農地法第5条許可申請について」採
決します。議案第26号については、原案のとおり決定することに異議ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして議案第26号「農地法第5条許可申請」について
は、原案に意見書を付して県知事へ進達することに決定しました。

議 長 次に議案第27号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積計画
（所有権移転）の錦江町長に対する要請についてを議題とします。事務局の説明をお願い
します。

事務局 それでは議案第27号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積
計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について説明いたします。

初めに受付番号８号の譲渡人は、Ｋ，ＭさんＫ自治会の方です。申請地は、
城元字牛道4743-3番、地目は台帳現況ともに畑、地積は2,036㎡です。
譲受人は、Ｙ，ＭさんＹ自治会にお住いの方です。経営規模は、世帯員7、労働力４、

自作地が83,963㎡、小作地が3,602㎡となっており、タバコ、甘藷を主体に経営に取り組
んでおられます。農業機械の所有状況は、トラクター、トラック等となっています。担当
調査委員は、18番の安水委員です。

次に受付番号９号の譲渡人は、Ｋ，ＳさんＫ自治会の方です。申請地は、
城元字牛道4743-1番、地目は台帳現況ともに畑、地積は2,246㎡です。
譲受人は、8号と同じくＹ，ＭさんＹ自治会にお住いの方ですので経営規模等について

は、説明を省略させていただきます。担当調査委員は、8号と同じく18番の安水委員で
す。



議 長 それでは、ただ今事務局から説明がありましたが18番の安水委員から調査報告をお願い
いたします。

18番
安水委員

8号と9号のＫ，ＭさんとＫ，Ｓさんは夫婦関係でございます。場所は、Ｔ線Ｉ地区の開
発地区の団地内なんですけれどもＫ市からＴへのＴ線の道路沿いにあります畑です。分筆
はされておりますけれども1枚の畑であります。譲受人のＹ，Ｍさんは、Ｙ自治会の方で
内容等につきましては、先ほど事務局から説明がありましたとおりで問題はないものと思
われます。価格につきましては、反当600,000円ということでＩ地区では高い方なのです
が、名義変更にちょっとお金がかかったということで譲渡人からの申し出で高くなっては
いるんですが、反当600,000円ということで成立いたしました。何ら問題はないと思われ
ますので、よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。ただ今報告をいただきましたが、ここで受付番号8号と9号に
ついて、質問異議等はないかお諮りします。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。議案第27号農業経営基盤強化促進法第13条第4項
の規定による農用地の利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について採決
します。議案第27号は原案のとおり決定することに異議ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、議案第27号農業経営基盤強化促進法第13条第4
項の規定による農用地の利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について
は、原案のとおり許可することに決定しました。

議 長 次に議案第28号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積計画
（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題とします。事務局の説明をお願い
します。

事務局 それでは議案第28号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積
計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について説明いたします。

初めに受付番号140号の貸し人は、Ｋ，ＫさんＫ市在住の方です。申請地は、2筆ありま
す。140号は、田代川原字下栗山5854-2番、現況地目は田、地積は1,442㎡です。
141号は、田代川原字下栗山5854-3番、現況地目は田、地積は1,698㎡2筆合計で3,140㎡で
す。貸付期間は、平成24年11月1日から平成29年12月14日まで、小作料は10a当り3,000円
です。

借り人は、Ｓ，ＨさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員５、労働力４、雇用労働
力2人、自作地が13,410㎡、小作地が31,829㎡で甘藷を主体に取り組んでおられます。農
業機械の所有状況は、トラクター、コンバイン、乗用田植機、甘藷堀機となっています。
担当調査委員は、2番鈴委員です。

次に受付番号142号の貸し人は、Ｏ，ＭさんＨ市在住の方です。申請地は、
田代川原字大迫ノ上5766-1番、現況地目は田、地積は493㎡です。
貸付期間は、平成24年11月1日から平成29年12月14日まで、小作料は10a当り3,000円で

す。借り人は、Ｓ，Ｈさんで前号と同様ですので、経営規模等説明は省略いたします。
担当調査委員は、前号同様2番鈴委員です。

次の受付番号143号から145号までは、貸し人借り人ともに同一ですので続けて説明いた
します。3筆の貸し人は、Ｕ，ＴさんＳ自治会の方です。申請地は、

143号が田代麓字井出駄床5070-4番、現況地目は田、地積は1,259㎡です。
144号は田代麓字井出駄床5070-10番、現況地目は田、地積は495㎡です。
145号は田代麓字井出駄床5070-11番、現況地目は田、地積は495㎡で3筆合計2,249㎡で

す。貸付期間は、3筆とも平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は米35kg
2俵です。

借り人は、Ｎ，ＫさんＨＯ自治会の方です。経営規模等は、世帯員２、労働力２、自作
地が8,824㎡、小作地が13,739㎡で水稲を中心に経営に取り組んでおられます。農業機械
の所有状況は、トラクター、田植機、バインダー、ハーベスタとなっています。担当調査
委員は、3番東郷委員です。



次に受付番号146号から148号までは、貸し人借り人ともに同一ですので、続けて説明い
たします。3筆の貸し人は、Ｔ，ＹさんＢ自治会の方です。申請地は、

146号が田代麓字井出駄床5071-2番、現況地目は田、地積は974㎡です。
147号は田代麓字高田山5100-2番、現況地目は田、地積は47㎡です。
148号は田代麓字高田山5100-13番、現況地目は田、地積は1,314㎡で3筆合計2,335㎡で

す。貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は米35kg3俵で
す。

借り人は、Ｎ，Ｋさんで前号と同様ですので、経営規模等説明は省略いたします。担当
調査委員は、前号同様3番東郷委員です。

次に149号から154号までにつきまして、前号同様貸し人借り人ともに同一ですので、続
けて説明いたします。6筆の貸し人は、Ｉ，ＭさんＳ自治会の方です。申請地は、

149号が田代麓字井出駄床5070-7番、現況地目は田、地積は1,336㎡です。
150号は田代麓字新田5085-1番、現況地目は田、地積は401㎡です。
151号は田代麓字高田山5093-8番、現況地目は田、地積は65㎡です。
152号は田代麓字高田山5093-1番、現況地目は田、地積は221㎡です。
153号は田代麓字高田山5093-7番、現況地目は田、地積は198㎡です。
154号は田代麓字高田山5093-13番、現況地目は田、地積は471㎡で6筆合計2,692㎡で

す。貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は米35kg4俵で
す。

借り人は、Ｎ，Ｋさんで前号と同様ですので、経営規模等の説明は省略いたします。担
当調査委員は、前号と同じく3番東郷委員です。

次に155号から157号につきまして、前号と同じく貸し人借り人ともに同一ですので、続
けて説明いたします。3筆の貸し人は、Ｎ，ＭさんＳ自治会の方です。申請地は、

155号が田代麓字高田山5100-4番、現況地目は田、地積は1,367㎡です。
156号は田代麓字高田山5100-23番、現況地目は畑、地積は1,694㎡です。
157号は田代麓字高田山5100-24番、現況地目は田、地積は634㎡で3筆合計3,695㎡で

す。貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は米35kg3俵で
す。

借り人は、Ｎ，Ｋさんで前号と同様ですので、経営規模等の説明は省略いたします。担
当調査委員は、前号と同じく3番東郷委員です。

次に158号から160号までにつきましても貸し人借り人ともに同一ですので、続けて説明
いたします。3筆の貸し人は、Ｏ，ＫさんＮＯ自治会の方です。申請地は、

158号が田代麓字東4763番、現況地目は田、地積は2,364㎡です。
159号は田代麓字東4771番、現況地目は田、地積は1,478㎡です。
160号は田代麓字新村4784番、現況地目は田、地積は1,465㎡で3筆合計5,307㎡です。

貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は使用貸借のためあり
ません。

借り人は、K・K，Ｍ、Ｎ自治会所在です。経営規模等は、構成員４、労働力１、自作地
は3,265㎡、小作地が31,054㎡で野菜を主体に経営に取り組んでおられます。農業機械の
所有状況は、トラクター、管理機、モア等となっています。担当調査委員は、前号と同じ
く3番東郷委員です。

それではここで説明を一区切りしまして、それぞれの担当調査委員の方々から説明をい
ただき、140号から160号まで一括して審議をお願いいたします。その後、全体の説明が終
了次第、全体の採決を実施したいと考えますので、そのようにご了承願います。

議 長 それでは、ただ今事務局から説明がありましたとおり、鈴委員から順次調査報告をお願
いいたします。初めに２番鈴委員から調査報告をお願いいたします。

２番
鈴委員

報告いたします。借り人のＳ，Ｈ君は、水稲､甘藷を中心に年間を通じて農業に従事し
ておりますし、畑等耕作地も完璧に耕作をしておりまして何ら問題はないものと思われま
すので、よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。次に３番東郷委員報告をお願いいたします。



３番
東郷委員

報告いたします。相当な数と面積ですが、Ｎ，Ｋさんは継続ということで今までも相手
の方とも周りの方とも何のトラブルもなく、現場も見ましたけれども畦などもきれいに管
理されておりまして、何ら問題はないと思われますのでよろしくお願いします。

158号から160号までのＭさんもＯ，Ｋさんは叔母さんにあたりますので、小作料も無料
でよいということで継続です。こちらも今まで何ら問題もなかったため良いということで
すので、よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。ただいま2人の委員から説明をいただきましたが、ここで受
付番号140号から160号までについて、質問異議等はないかお諮りします。

全委員 なし。

議 長 異議なしということですので、後ほど一括して採決いたします。

議 長 引き続きまして、事務局から受付番号第161号から借り人の関連がありますので、資料
16ページの第188号まで一括して説明をお願いいたします。

事務局 説明いたします。受付番号161号から163号までにつきまして、貸し人、借り人共に同一
ですので、続けて説明いたします。3筆の貸し人は、Ｋ，ＹさんＯ自治会の方です。申請
地は、

161号が神川字落川5807-1番、現況地目は畑、地積は7,391㎡の内5,000㎡です。
162号は神川字落川5807-3番、現況地目は畑、地積は6,377㎡の内2,000㎡です。
163号は神川字落川5804-1番、現況地目は畑、地積は1,951㎡で3筆合計8,951㎡です。

貸付期間は、平成24年11月1日から平成34年12月14日まで、小作料は161号が50,000円、
162号が10,000円、163号が20,000円となっています。

借り人は、Ｋ，ＹさんＯ自治会の方です。経営規模は、世帯員２、労働力２、雇用労働
力延べ730人、自作地のみ5,154㎡で和牛肥育農家です。農業機械等の所有状況はトラク
ター、トラックとなっています。担当調査委員は、6番黒瀬委員です。

次に受付番号164号の貸し人は、Ｋ，Ｔさんさいたま市在住の方です。申請地は、
田代麓字大根田20-1番、現況地目は田、地積は2,214㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は10a当り4,000円で

す。
借り人は、Ｍ，ＫさんＮ自治会の方です。経営規模は、世帯員３、労働力３、自作地が

22,081㎡、小作地が46,250㎡で生産牛を主として意欲的に経営されています。農業機械の
所有状況は、トラクター、ダンプ、デスクモア、軽トラック等となっています。担当調査
委員は、８番鍋委員です。

次に受付番号第165号の貸し人は、Ｋ，ＴさんＮ自治会の方です。申請地は、
田代麓字須崎677-1番、現況地目は田、地積は2,214㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は米35kg1俵です。
借り人は、Ｔ，ＳさんＮ自治会の方です。経営規模は世帯員２、労働力２、自作地が

10,788㎡、小作地が2,683㎡で水稲と畜産を経営されています。農業機械等の所有状況は
トラクター、軽ﾄﾗｯｸ、モア、田植機等となっています。担当調査委員は、前号同様8番鍋
委員です。

次に受付番号166号の貸し人は、Ｉ，ＭさんＫＫ自治会の方です。申請地は、
神川字琵琶崎5240-1番、現況地目は畑、地積は6,950㎡の内1,500㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成26年12月14日まで、小作料は10,000円です。
借り人は、Ｓ，ＨさんＫＮ自治会の方です。経営規模は、世帯員４、労働力３、自作地

が12,740㎡、小作地が1,500㎡で肉用牛を主体に経営されています。農業機械の所有状況
は、トラクター、トラック、耕耘機、モア等となっています。担当調査委員は、13番鮫島
委員です。



次に受付番号167号から169号まで貸し人借り人ともに同一ですので、続けて説明いたし
ます。3筆の貸し人は、Ｋ，ＭさんＳ自治会の方です。申請地は、

167号は田代川原字花瀬4128-3番、現況地目は田、地積は1,994㎡です。
168号は田代川原字花瀬4128-15番、現況地目は畑、地積は2,275㎡です。
169号は田代川原字花瀬4128-18番、現況地目は畑、地積は3,417㎡で3筆合計7,686㎡で

す。貸付期間は、平成24年12月23日から平成34年12月14日まで、小作料は使用貸借のため
ありません。

借り人は、Ｆ，ＴさんＨ自治会の方です。経営規模等は、世帯員１、労働力１、自作地
はなく小作地のみ13,884㎡で水稲と茶を経営されています。農業機械等の所有状況は、ト
ラクター、下刈機等となっています。担当調査委員は、猪鹿倉委員が本日欠席のため8番
鍋委員にお願いいたします。

次に受付番号170号と171号について説明いたします。2筆の貸し人は、Ｉ，ＴさんＳ自
治会の方です。申請地は、

170号は田代川原字瀬戸口4181-38番、現況地目は田、地積は485㎡です。
171号は田代川原字瀬戸口4181-39番、現況地目は田、地積は1,193㎡で2筆合計1,678㎡

です。貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は使用貸借のた
めありません。

借り人は、Ｍ，ＴさんＩ自治会の方です。経営規模等は、世帯員３、労働力２、自作地
が21,516㎡、小作地が1,678㎡で肉用牛肥育を主体に経営に取り組んでおられます。農業
機械等の所有状況はトラクター、田植機、ホイルローダー等となっています。前号と同じ
く猪鹿倉委員に代わって、12番の貫見委員にお願いいたします。

次に資料15ページの受付番号172号から資料16ページの188号までにつきまして、貸し人
借り人ともに同一のため、さらに件数として内容が17件にわたっておりますので、代表の
農地を説明し、面積等は合計のみ説明させていただきますので、あしからずご了承願いま
す。

17件の貸し人は、Ｔ，ＴさんＳ自治会の方です。申請地は、
馬場字西ノ下853-1番、現況地目は田、地積は1,200㎡です。この他馬場字田ノ神頭に1

件、城元字塩屋ノ上に5件、同じく字小石田に2件、字森山に1件、字六反田宇都に1件、字
中鳥居に1件、神川字川路迫に4件、字八太郎落に1件、合計17件の申請地で合計面積
29,615㎡です。貸付期間は17件とも平成24年12月15日から平成34年12月14日まで、小作料
はすべて使用貸借のためありません。

借り人は、Ｔ，ＴさんＭ町在住の方です。経営規模等は、世帯員５、労働力２、自作地
のみ37,489㎡で小作地はありません。お茶の専業農家です。農業機械等の所有状況は、摘
採機、トラクター、トラック、甘藷堀機、茎葉処理機となっています。担当調査委員は、
15番落司委員です。

それでは、ここまでを一区切りとして担当調査委員の方々に調査報告をお願いし、161
号から188号まで一括審議をお願いいたします。採決はすべての説明が終了後、改めて一
括採決いたしますので、そのようにご了承願います。

議 長 それでは、ただ今事務局から説明がありましたとおり、黒瀬委員から順次調査報告をお
願いいたします。初めに6番黒瀬委員から調査報告をお願いいたします。

６番
黒瀬委員

それでは報告いたします。161号から163号まで借り人のＫ，Ｙさん貸し人のＫ，Ｙさん
は親戚関係でございます。新規ということでございますけれども何年も作っていらっしゃ
るということで、あらためて設定を結んだということでございます。Ｙさんは年齢63歳と
いうことで、都会からＵターンして5年目ということで生産牛を和牛専門でやっていらっ
しゃいまして、生産牛の親牛が25頭、子牛が16頭というようなこととで頑張っていらっ
しゃるところでございます。今、地域で和牛仲間と連携を取りながら頑張っていらっしゃ
る好青年でございます。畑の利用状況につきましても見させていただきましたけれども冬
作の飼料もきれいに植えつけて発芽しているようでございます。一生懸命頑張っていらっ
しゃるということで、意欲と能力についても申し分のない青年と考えているところでござ
います。よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。続きまして、８番鍋委員から調査報告をお願いいたします。



８番
鍋委員

164号の件につきましては、Ｍ，Ｋさんは元はＪＡの畜産の技術員でありましたが独立
されまして、現在農地の利用状況につきましては、きれいに管理されておりますし、従事
日数についても３０頭近くの和牛を肥育されておられますので、ほとんど毎日農作業をさ
れております。意欲と能力についても問題ありません。青壮年者の有無につきましても今
年度より後継者が農大を卒業されて帰ってこられて、一生懸命に取り組んでおられますの
で、問題はないと思われます。それから、１６５号のＴさんにつきましては、年齢が７４
歳ということですが、和牛を６頭と米を作っておられます。後継者としましても今は勤め
をされておられますが、Ｕ自治会に息子さんたちが住んでおられて、土日等には手伝いを
されておりますので、この件につきましても問題はないと思われます。

それから、先ほどありました猪鹿倉委員欠席のために167号から169号について説明であ
りますが、ＫさんとＦ，Ｔさんは親子関係でありまして、これは農業者年金の受給の関係
でＴさんの名義となっております。面積が7反6畝と水稲としては非常に大きいわけですけ
れども兄弟の方がＳ自治会に住んでおられたり、Ｔさんの兄弟の一番下の弟さんがＫに住
んでおられまして、この人が土日に帰ってこられて共に農作業をされているということ
で、これにつきましても継続ということで問題はなかろうと思います。終わります。

議 長 ありがとうございました。次に13番鮫島委員調査報告をお願いします。

13番
鮫島委員

報告いたします。借り人のＳ，Ｈさんは、Ｋ．Ｎ自治会内において生産牛50頭ほどを中
心に大根、高菜などを大々的に経営されている方でございます。農地につきましてもすべ
ての農地をきれいに耕作されており、年間農業に従事をしておられる方でございます。農
業に対する意欲、能力を十分備えている方でございまして、また後継者も既に帰ってきて
おられる方でございます。認定農家でもあります。何ら問題はないものと思われます。よ
ろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。次に12番貫見委員調査報告をお願いします。

12番
貫見委員

昨日、Ｍさんに話を聞きに行ってまいりました。170号と171号のＭさんは、畜産の専業
農家でありまして、既に冬作の飼料も作付してありました。ここの場所が場所的に少し悪
いものですから、荒らすよりは作ってもらった方が良いということで使用料は払っていな
いということでありました。認定農家でもありますし、また後継者もおられますので何ら
問題はないものと思われます。

議 長 ありがとうございました。次に15番落司委員調査報告をお願いします。

15番
落司委員

報告いたします。Ｔ，ＴさんとＴ君は親子関係でございまして、農業者年金の関係で移
譲という形の中で借りておりますが、ＴさんはＭ町にお住まいでございますけれども兄弟
が大根占の方にいらっしゃいまして、土曜、日曜日、祭日を利用しまして親子ともども畑
の仕事をされておりますし、また田んぼ畑もきれいに耕作されておりまして、意欲と能力
を持ち合わせておりますので何ら問題はないものと思われます。以上で終わります。

議 長 ありがとうございました。ただ今５人の委員から説明をいただきましたが、ここで受付
番号161号から188号までについて、質問異議等はないかお諮りします。

18番
安水委員

Ｔ，Ｔさんですけれども、労働日数が記入されていないようですが。

15番
落司委員

Ｍ町在住ですけれども、土日、祝祭日をはじめ随時農作業に従事されていますので、
180日と記入願います。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしということですので、後ほど一括して採決いたします。

議 長 ここで、しばらく休憩いたします。10分後に再開いたします。

議 長 休憩を閉じて議事を再開いたします。先ほどに続き、事務局から受付番号第189号から
208号まで一括して説明をお願いいたします。



事務局 受付番号189号と190号の貸し人はＫ市在住のＨ，Ｔさんです。申請地は、
189号は神川字川路迫1793-1番、現況地目は畑、地積は2,972㎡の内2,000㎡です。
190号は神川字川路中迫1650番、現況地目は畑、地積は3,679㎡で2筆合計5,679㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は使用貸借のためあ

りません。
借り人は、Ｋ，ＴさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員３、労働力１、自作地が

62,181㎡、小作地が5,679㎡で樹木を主体に経営されています。農業機械の所有状況は、
トラクター、トラック、クレーン付トラック等となっています。担当調査委員は、15番落
司委員です。

次に受付番号191号の貸し人は、Ｏ，ＴさんＳ自治会の方です。申請地は、
馬場字平和平1005-1番、現況地目は田、地積は652㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は米30kg3俵です。
借り人は、Ｙ，ＫさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地が

4,461㎡、小作地が1,255㎡でインゲンを主体に経営に取り組んでおられます。農業機械の
所有状況は、トラクター、軽トラック、耕耘機、管理機、茎葉処理機等となっています。
担当調査委員は、前号同様15番落司委員です。

次に、受付番号192号の貸し人は、Ｋ，ＭさんＴ自治会の方です。申請地は、
馬場字寺前ノ上2018番、現況地目は田、地積は2,537㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は150,000円です。

借り人は、Ｍ，ＭさんでＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員５、労働力５、自作地
は6,459㎡、小作地が4,225㎡でピーマンを主体に経営に取り組んでおられます。農業機械
の所有状況は、軽トラック、トラック、管理機、動噴等となっています。担当調査委員
は、前号同様15番落司委員です。

次に受付番号193号と194号の貸し人は、Ｋ，ＴさんＳ自治会の方です。申請地は、
193号が城元字森山1335-1番、現況地目は田、地積は810㎡です。
194号は城元字上押切1705番、現況地目は田、地積は1,522㎡で2筆合計2,332㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は193号が米30kg4俵

で194号が米30kg10俵です。
借り人は、193号がＭ，ＹさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員３、労働力２、

自作地はなく、小作地のみ4,464㎡で馬鈴薯、水稲を主体に取り組んでおられます。農業
機械の所有状況は、軽トラック、トラクター、耕耘機、管理機、甘藷堀機となっていま
す。194号の借り人は、Ｙ，ＭさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員３、労働力
２、雇用労働力3人、自作地が6,123㎡、小作地が1,522㎡で馬鈴薯を主体に経営に取り組
んでおられます。農業機械の所有状況は、軽トラック、管理機、トラクター、動噴となっ
ています。担当調査委員は、前号と同じく15番落司委員です。

次に受付番号195号の貸し人は、Ｔ，ＫさんＴ自治会の方です。申請地は、
馬場字寺前ノ上2068番、現況地目は田、地積は3,015㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は150,000円です。

借り人は、Ｏ，ＹさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員３、労働力２、雇用労働力
2人、自作地が10,142㎡、小作地が6,047㎡でインゲンを主体に経営に取り組んでおられま
す。農業機械の所有状況は、軽トラック、トラクター、管理機、甘藷堀機、動噴、茎葉処
理機となっています。担当調査委員は、前号と同じく15番落司委員です。

次に受付番号196号の貸し人は、Ｋ市在住のＴ，Ｍさんです。申請地は、
馬場字八木田500-1番、現況地目は田、地積は1,631㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は米300㎏です。
借り人は、Ｆ，ＭさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員６、労働力３、雇用労働

力2人、自作地が15,404㎡、小作地が1,631㎡で馬鈴薯を主体に経営に取り組んでおられま
す。農業機械の所有状況は、トラクター、タイヤショベル、甘藷堀機、茎葉処理機、動
噴、軽トラックとなっています。担当調査委員は前号と同じく15番落司委員です。



次に受付番号197号の貸し人は、Ｙ，ＷさんＫ市在住の方です。申請地は、
城元字石田274-1番、現況地目は田、地積は645㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は5,000円です。

借り人は、Ｈ，ＫさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員２、労働力1、自作地が
5,401㎡、小作地が645㎡で馬鈴薯を主体に経営に取り組んでおられます。農業機械の所有
状況は、トラクター、トラック、動噴、甘藷堀機、茎葉処理機となっています。担当調査
委員は、前号同様15番落司委員です。

次に受付番号198号から201号までは貸し人、借り人共に同一ですので続けて説明いたし
ます。4筆の貸し人は、Ｔ，ＭさんＳ自治会の方です。申請地は、

198号が城元字村ノ後3506-6番、現況地目は畑、地積は1,726㎡
199号は城元字村ノ後3513-4番、現況地目は畑、地積は1,682㎡
200号は神川字五ツ割1635番、現況地目は畑、地積は2,946㎡
201号は神川字川路迫1760-1番、現況地目は畑、地積は1,133㎡で4筆合計7,487㎡です。

貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は一番茶の売り上げの
８％です。

借り人は、Ｔ，ＩさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員８、労働力２、雇用労働
力２人、自作地が41801㎡、小作地が18,013㎡でお茶の専業農家です。農業機械の所有状
況は、トラクター、トラック、摘採機、防除機、管理機となっています。担当調査委員
は、同じく15番落司委員です。

次に受付番号202号の貸し人は、Ｉ，ＩさんＫ市在住の方です。申請地は、
馬場字山ノ口下町1230-4番、現況地目は田、地積は1,958㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は40,000円です。

借り人は、Ｈ，ＴさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員６、労働力３、自作地が
17,814㎡、小作地が8,248㎡でインゲン、馬鈴薯を主体に経営に取り組んでおられます。
農業機械の所有状況は、トラクター、動噴、管理機、軽トラック、甘藷堀機、プランター
となっています。担当調査委員は、同じく15番落司委員です。

次に受付番号203号の貸し人は、Ｔ，ＹさんＯ在住の方です。申請地は、
馬場字西ノ下884-1番、現況地目は田、地積は775㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は20,000円です。

借り人は、Ｈ，Ｔさんですが、前号と同様ですので、経営規模等の説明は省略いたしま
す。担当調査委員は、同じく15番落司委員です。

次に受付番号204号の貸し人は、Ｍ，ＳさんＳ自治会の方です。申請地は、
城元字上押切1699番、現況地目は田、地積は1,078㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は50,000円です。

借り人は、前号同様Ｈ，Ｔさんですので、経営規模等の説明は省略いたします。担当調査
委員は、同じく落司委員です。

次に受付番号205号と206号の貸し人は、Ｆ，ＭさんＭ自治会の方です。
申請地は、205号が城元字集1357-1番、現況地目は田、地積は1,778㎡

206号が馬場字西ノ下855-1番、現況地目は田、地積は269㎡で2筆合計2,047㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は米30kg14俵です。

借り人は、Ｍ，ＴさんＲ自治会の方です。経営規模は、世帯員６、労働力２、自作地が
19,002㎡、小作地が10,743㎡で水稲､馬鈴薯を主体に経営に取り組んでおられます。農業
機械の所有状況は、トラック、トラクター、田植機、甘藷堀機、茎葉処理機、動噴となっ
ています。担当調査委員は、同じく15番落司委員です。

次に受付番号207号と208号の貸し人は、Ｈ，ＨさんＫ市在住の方です。申請地は、
207号が城元字大田中1118-1番、現況地目は田、地積は578㎡
208号は城元字平野720-6番、現況地目は田、地積は641㎡で2筆合計1,219㎡です。

貸付期間は、2筆とも平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は207号は
15,000円、208号は使用貸借のためありません。
借り人は、前号と同じくＭ，Ｔさんですので、経営規模等の説明は省略いたします。担当
調査委員は同じく15番落司委員です。

それでは、ここまでを一区切りとして担当調査委員の方々に調査報告をお願いし、189
号から208号まで一括審議をお願いいたします。採決はすべての説明が終了後、改めて一
括採決いたしますので、そのようにご了承願います。



議 長 それでは、ただ今事務局から説明がありましたとおり、15番落司委員から調査報告をお
願いいたします。

15番
落司委員

Ｋ，Ｔさんですが、Ｈ，Ｔさんとは義理の兄弟ということで緑化樹を植えていらっしゃ
います。借りている農地の利用状況もですが、きれいに整地され十分使えるようになって
います。また、常時農業に従事されておりまして、意欲と能力を備えていらっしゃいま
す。

Ｙ，Ｋさんでございますが、この方も農地はよく利用され、きれいに耕作されておりま
す。常時従事されておりまして意欲と能力を持っていらっしゃいます。

次にＭ，Ｍさんですが、農地の利用状況といたしまして、よく整備されております。ま
た常時従事されておりまして、意欲と能力を持ち合わせていらっしゃいます。

Ｍ，Ｙさんでございますけれども、この方も農地をよく利用されましてきれいに耕作さ
れております。また、常時従事されておりまして意欲と能力を持ち合わせていらっしゃい
ます。
Ｙさんでございますけれども、この方も農地をよく利用され耕作等もよく整備されてお

ります。常時従事され、意欲と能力を備えていらっしゃいます。
Ｏ，Ｙさんでございますが、この方もよく農地を利用されておりまして、よく整備され

ております。また、常時従事されており、意欲と能力を持っていらっしゃいます。
Ｆ，Ｍさんですけれども、この方も農地をよく利用され、手入れをされています。ま

た、常時従事されており、意欲と能力を持ち合わせていらっしゃいます。

Ｈ，Ｋさんでございますけれども、農地をよく利用されておりまして、よく整理されて
おります。常時従事されておりまして、意欲と能力を持っていらっしゃいます。

Ｔ，Ｉさんでございますが、この方も農地を常時よく利用されておりまして、よく整備
されております。また、農作業に常時従事されておりまして意欲と能力を持っていらっ
しゃいます。

Ｈ，Ｔさんでございますが、この方もよく手入れをされておりまして、畑をよく利用さ
れております。また、常時従事されておりまして、意欲と能力を持っていらっしゃいま
す。

Ｍ，Ｔさんでございますけれども、農地をよく利用されまして、手入れもされておりま
す。そして、常時従事されておりまして、意欲と能力を持ち合わせていらっしゃいます。
ここで、雇用の所でございますけれども5人程度、6か月ぐらい雇用をされておりますの
で、これを書き加えていただきたいと思います。以上で終わります。

議 長 ありがとうございました。ただ今落司委員から説明をいただきましたが、ここで受付番
号189号から208号までについて、質問異議等はないかお諮りします。

10番
平原委員

193号のＭさん、小作地は「０」となっていますけれどもこれは継続ですよね、継続で
あれば「０」ではないはずですが。

事務局 自作地が「０」で小作地が自作地の面積になります。Ｍさんは自作地はないです。です
から小作地のみでありますので、記入欄の間違いです。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしということですので、後ほど一括して採決いたします。

議 長 引き続きまして、事務局から受付番号第209号から資料20ページの235号まで一括して説
明をお願いいたします。

事務局 説明いたします。受付番号209号の貸し人は、Ｋ，ＹさんＮ自治会の方です。申請地
は、城元字中鳥井1243-1番、現況地目は田、地積は2,443㎡です。

貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は米25kg17表です。
借り人は、Ｋ，ＨさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員４、労働力２、自作地のみ
4,718㎡で小作地はありません。水稲、馬鈴薯を主体に経営に取り組んでおられます。農
業機械の所有状況は、軽トラック、甘藷堀機、動噴、茎葉処理機、トラクターとなってい
ます。担当調査委員は、15番落司委員です。



次に受付番号210号の貸し人は、Ｔ，ＹさんＴ自治会の方です。申請地は、
馬場字寺前ノ上2063番、現況地目は田、地積は1,412㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は米30kgです。

借り人は、Ｋ，ＭさんＲ自治会の方です。経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地が
8,638㎡、小作地が2,248㎡でミニトマトを主体に経営に取り組んでおられます。農業機械
の所有状況は、トラック、トラクター、管理機、動噴となっています。担当調査委員は、
前号同様15番落司委員です。

次に受付番号211号の貸し人は、Ｎ，ＲさんＡ自治会の方です。申請地は、
城元字鎮守ノ前1729-1番、現況地目は田、地積は912㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は10,000円です。

借り人は、Ｍ，ＴさんＲ自治会の方です。経営規模は、世帯員１、労働力１、雇用労働力
3人、自作地が18,108㎡、小作地が912㎡でインゲン、馬鈴薯、和牛肥育を経営されていま
す。農業機械の所有状況は、トラック、トラクター、管理機、甘藷堀機、茎葉処理機と
なっております。担当調査委員は、同じく15番落司委員です。

次に受付番号212号の貸し人は、Ｏ，ＹさんＳ自治会の方です。申請地は、
城元字上押切1695-2番、現況地目は田、地積は1,352㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は米30kg4俵です。

借り人は、Ｋ，ＫさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員２、労働力１、雇用労働力
2人、小作地のみ22,803㎡で自作地はありません。馬鈴薯を主体に経営に取り組んでおら
れます。農業機械の所有状況は、トラクター、甘藷堀機、軽トラック、コンバイン、選別
機となっています。担当調査委員は、同じく15番落司委員です。

次に受付番号213号の貸し人は、Ｏ，ＥさんＳ自治会の方です。申請地は、
城元字秋辻2847-1番、現況地目は畑、地積は1,198㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成30年12月14日まで、小作料は10,000円です。

借り人は、212号と同じくＫ，Ｋさんですので、経営規模等の説明は省略いたします。担
当調査委員は、同じく15番落司委員です。

次に受付番号214号と215号の貸し人は、Ｎ，ＴさんＤＮ自治会の方です。申請地は、
214号が城元字栗ノ尾4407-1番、現況地目は畑、地積は3,830㎡
215号が城元字亀ノ子5968-16番、現況地目は田、地積は2,146㎡で2筆合計5,976㎡で

す。貸付期間は、平成24年11月1日から平成29年12月14日まで、小作料は214号が60,000円
215号が20,000円です。

借り人は、Ｍ，ＳさんＳ自治会の方です。経営規模は、世帯員４、労働力１、雇用労働
力5人、自作地のみ7,911㎡で小作地はありません。トレビス、キャベツを主体に経営に取
り組んでおられます。農業機械の所有状況は特に記載はありませんが、両親と共同従事の
ため必要な機械類はそろっているようです。担当調査委員は、16番畠中委員です。

次に受付番号216号の貸し人は、Ｔ，ＫさんＹ県在住の方です。申請地は、
馬場字木場上422-19番、現況地目は畑、地積は206㎡です。
貸付期間は、平成24年11月1日から平成26年12月14日まで、小作料は8,000円です。

借り人は、Ｍ，ＡさんＴ自治会の方です。経営規模は、世帯員４、労働力1.5、雇用労働
力10人、自作地のみ1,597㎡で小作地はありません。野菜を主体に経営されています。農
業機械の所有状況は、軽トラック、管理機、トラクターとなっています。担当調査委員
は、17番寺田委員です。

次に受付番号217号と218号の貸し人は、216号と同じくＴ，Ｋさんです。申請地は、
217号が馬場字八木田527-2番、現況地目は田、地積は382㎡
218号は馬場字木場上953番、現況地目は田、地積は886㎡で2筆合計1,268㎡です。
貸付期間は、平成24年11月1日から平成29年12月14日まで、小作料は40,000円です。

借り人は、K・KＴ．ＦさんＫ自治会所在です。経営規模は、構成員１、雇用労働力18人、
自作地はなく小作地のみ36,677㎡でネギ、キューリ等の野菜を幅広く経営されています。
農業機械の所有状況は、トラクター、トラック、乗用防除機、田植機、草払機、コンプ
レッサー等となっています。担当調査委員は、前号同様17番寺田委員です。



次に受付番号219号の貸し人は、Ｕ，ＳさんＴ都在住の方です。申請地は、
馬場字西ノ下861-1番、現況地目は田、地積は2,017㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は10a当り50,000円

です。
借り人は、Ｕ，ＭさんＦ自治会の方です。経営規模は、世帯員８、労働力３、雇用労働

力2人、小作地のみ11,154㎡で自作地はありません。ﾈｷﾞ､米、馬鈴薯等の経営に取り組ん
でおられます。農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、コンプレッサー等となって
います。担当調査委員は、同じく17番寺田委員です。

次に資料19ページ、受付番号220号と221号に入ります。2筆の貸し人は、Ｙ，ＪさんＦ
自治会の方です。申請地は、

220号が城元字中鳥井1240-1番、現況地目は田、地積は1,235㎡
221号は城元字大田中1117-1番、現況地目は田、地積は500㎡で2筆合計1,735㎡です。
貸付期間は、平成24年11月1日から平成27年12月14日まで、小作料は220号が35,000円、

221号が15,000円です。
借り人は、Ｈ，ＴさんＦ自治会の方です。経営規模は、世帯員４、労働力２、雇用労働

力延べ30日、自作地のみ15,453㎡で小作地はありません。花卉専業で経営されています。
農業機械の所有状況は、トラクター、トラック、動噴等となっています。担当調査委員
は、同じく17番寺田委員です。

次に受付番号222号から225号までの貸し人は、前号と同じくＹ，Ｊさんです。申請地
は、

222号が馬場字山ノ口1541-1番、現況地目は田、地積は604㎡
223号は馬場字下道浜添1260番、現況地目は田、地積は1,015㎡
224号は馬場字下道浜添1262-1番、現況地目は田、地積は632㎡
225号は馬場字下道浜添1263-1番、現況地目は田、地積は1,105㎡で4筆合計3,356㎡で

す。貸付期間は、平成24年11月1日から平成27年12月14日まで、小作料は4筆で米30kg10俵
です。

借り人は、Ａ，ＨさんＫＫ自治会の方です。経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地
のみ15,000㎡で小作地はありません。人参、馬鈴薯、水稲等の経営に取り組んでおられま
す。農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、管理機等となています。担当調査
委員は、同じく17番寺田委員です。

次に受付番号226号の貸し人は、Ｓ，ＹさんＳ自治会の方です。申請地は、
馬場字平家畑5975-2番、現況地目は畑、地積は2,502㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成34年12月14日まで、小作料は10a当り15,000円

です。
借り人は、Ｋ，ＴさんＫ自治会の方です。経営規模は、世帯員６、労働力２、雇用労働

力2人、小作地のみ7,844㎡で自作地はありません。タバコ、大根を主体に経営に取り組ん
でおられます。農業機械の所有状況は、トラクター、タイヤショベル、AP-1、ハーベスタ
となっています。担当調査委員は18番安水委員です。

次に受付番号227号と228号の貸し人は、前号と同じくＳ，Ｙさんです。申請地は、
227号が馬場字平家畑5975-1番、現況地目は畑、地積は3,175㎡
228号は馬場字平家畑5973-1番、現況地目は畑、地積は3,337㎡で2筆合計6,512㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成34年12月14日まで、小作料は10a当り15,000円

です。
借り人は、Ｓ，ＹさんＫ自治会の方です。経営規模は、世帯員５、労働力４、雇用労働

力4人、自作地が778㎡、小作地が29,388㎡でタバコを主体に経営に取り組んでおられま
す。農業機械の所有状況は、トラクター、管理機、トラック、軽トラック、自動移植機と
なっています。担当調査委員は18番安水委員です。

次に受付番号229号の貸し人は、Ｆ，ＹさんＵ自治会の方です。申請地は、
神川字印堂作2742番、現況地目は田、地積は459㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は3,000円です。

借り人は、Ｋ，ＫさんＫＫ自治会の方です。経営規模は、世帯員８、労働力２、雇用労働
力延べ50日、自作地が33,543㎡、小作地が4,359㎡で生産牛と葉たばこを主体に経営に取
り組んでおられます。農業機械の所有状況は、タイヤショベル、トラクター、モア、バイ
ンダー、トラック、軽トラックとなっています。担当調査委員は、19番徳永委員です。



次に資料20ページの受付番号230号と231号について説明いたします。2筆の貸し人は、
Ｏ，ＦさんＫＫ自治会の方です。申請地は、

230号が神川字ヤ子添3270番、現況地目は田、地積は1,290㎡
231号は神川字原田3206-2番、現況地目は田、地積は463㎡で2筆合計1,753㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は全部で25,000円で

す。借り人は、Ｍ，ＹさんＫＫ自治会の方です。経営規模は、世帯員３、労働力１、雇用
労働力延べ120日、小作地のみ8,848㎡で自作地はありません。水稲、馬鈴薯、人参等の経
営に取り組んでおられます。農業機械の所有状況は、トラクター、田植機、馬鈴薯植機、
テーラー、軽トラックとなっています。担当調査委員は、19番徳永委員です。

次に受付番号232号の貸し人は、Ｓ，ＭさんＫ市在住の方です。申請地は、
神川字鳥濱640-2番、現況地目は田、地積は502㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成30年12月14日まで、小作料は米（籾）50kgで

す。借り人は、Ｍ，Ｙさんですが、前号と同様ですので経営規模等の説明は省略いたしま
す。担当調査委員は、前号同様19番徳永委員です。

次に受付番号233号の貸し人は、Ｓ，ＫさんＫ市在住の方です。申請地は、
神川字陣ノ尾4464番、現況地目は畑、地積は2,263㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成26年12月14日まで、小作料は15,000円です。

借り人は、Ｓ，ＭさんＫ自治会の方です。経営規模は、世帯員５．労働力１、自作地が
19,425㎡、小作地が5,798㎡で生産牛肥育農家です。農業機械の所有状況は、トラク
ター、モア、コンバイン、梱包器となっています。担当調査委員は、同じく19番徳永委員
です。

次に受付番号234号の貸し人は、Ｍ，ＫさんＫＮ自治会の方です。申請地は、
神川字曲迫4892-1番、現況地目は畑、地積は998㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は7,000円です。

借り人は、Ｎ，ＫさんＫ自治会の方です。経営規模は、世帯員３、労働力２、雇用労働力
1人、自作地が67,538㎡、小作地が10,814㎡で茶、花卉を主体に経営に取り組んでおられ
ます。農業機械の所有状況は、バックホー、トラクター、クレーン付トラック、摘採機と
なっています。担当調査委員は、同じく19番徳永委員です。

最後に受付番号235号の貸し人は、Ｎ，ＹさんＫＮ自治会の方です。申請地は、
神川字琵琶崎5299番、現況地目は畑、地積は2,709㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は18,000円です。

貸し人は、Ｈ，ＭさんＫＫ自治会の方です。経営規模は、世帯員２、労働力１、自作地が
3,254㎡、小作地が4,348㎡でシキミ、露地野菜を主体に経営に取り組んでおられます。農
業機械の所有状況は、トラクター、管理機、軽トラックとなっています。担当調査委員
は、同じく19番徳永委員です。

それでは、ここまでを一区切りとして担当調査委員の方々に調査報告をお願いし、209
号から235号まで一括審議をお願いいたします。採決はすべての説明が終了後、改めて一
括採決いたしますので、そのようにご了承願います。

議 長 それでは、ただ今事務局から説明がありましたとおり、15番落司委員から順次調査報告
をお願いいたします。初めに落司委員お願いいたします。

15番
落司委員

報告いたします。209号のＫ，Ｈ君でございますが、この方は24歳と若い方ですけれど
もＫの農業法人の所に研修に行っておられまして、最近1年間はＯの農家で農業研修をさ
れておられましたが、自分でやりたいということであったところ、田んぼが出てきたため
紹介をしたようなわけであります。機械等は、ここにありますけれども親が持っていて親
と一緒ににやっていくという中で、取り組んでいらっしゃいます。また、農地の利用状況
などもよく整備されております。意欲と能力も持っていらっしゃいますので、何ら問題は
ないものと思います。

Ｋ，Ｍさんは、農地の利用の方もよく利用されておりまして、整備もされています。ま
た、常時仕事に従事されておりまして、意欲と能力も持ち合わせていらっしゃいます。

Ｍ，Ｔさんに関しても農地の利用も大変よく、よく整備もされております。常時従事さ
れておりまして、意欲と能力を持ち合わせていらっしゃいます。

Ｋ，Ｋさんでございますが、この方も農業を手広く経営されておりまして、農地をよく
利用され、整備もされています。常時従事されておられまして、意欲と能力を持ち合わせ
ていらっしゃいます。以上でおわります。

議 長 ありがとうございました。次に畠中委員お願いいたします。



19番
徳永委員

214号と215号を説明します。Ｍ，Ｓ君は20歳の青年ですが、高校を卒業しましてＳにあ
りますＮＳ法人Ｓ，Ｆに入社し、1年半ぐらい働きまして今回新規就農制度を利用しまし
て独立しました。トレビス、キャベツを栽培しています。雇用としましては、まだ両親、
祖父母が健在であり、農機具も相互の物をリースという形で借りて従事しています。技術
的には、まだ勉強中でありますが、意欲は大変ありますのでよろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。次に寺田委員お願いいたします。

17番
寺田委員

216号の借り人のＭ，Ａさんは、86歳で高齢ではあるんですけれどもこの２畝という現
場は旧土木事務所の裏に位置しまして、息子さんがいらっしゃいまして、ジャガイモ・お
米を作っていらっしゃいますけれども、この１．５人というのは本人と子供さんの手伝い
の分を0.5とみて1.5人と計上されたものと思われます。新規ではございますけれども、こ
の206㎡は10数年来Ｍさんが管理されている農地でございます。今現在は、甘藷が植えて
ありました。

217号、218号のＴ，Ｆさんは、毎月出てくるように代表がＴ，Ｈさんでありまして、指
導農業士、面積、やる気すべての条件を満たしているものと思われます。

219号のＵ，Ｍさんは、認定農家でありましてネギの周年栽培に取り組んでいらっしゃ
います。高城ネギという名前でブランド化している製品でありまして、これも機械等やる
気、技術等を兼ね備えておりまして、何ら問題はないと思います。

220号と221号の借り人のＨ，Ｔさんは、施設花卉を中心として、経営をされておりまし
て機械・器具等も十分備えておりますし、農地の利用状況もきれいに耕作されておりま
す。やる気、能力共に備えられておられます。

222号から225号の借り人のＡ，Ｈさんは、認定農家でありまして人参を中心に水稲、馬
鈴薯等幅広く経営されておられます。機械道具等も兼ね備えておりまして、やる気、技術
等何ら問題はないものと考えますので、よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。次に安水委員お願いいたします。

18番
安水委員

226号のＫ，Ｔさんは、タバコを中心とした農家でありまして、自分の畑はもとより、
借りている畑も十分管理され、機械等もそろっておりますので、やる気、能力十分だと思
います。

227号と228号のＳ，Ｙさんもタバコを中心とした農家でありまして、こちらも自分の所
有地、借りている畑等十分管理されており、機械等の農機具やる気も十分あると思います
のでよろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。次に徳永委員お願いいたします。

19番
徳永委員

229号の田んぼですが、猪等の被害が出る場所でして、作物が育ちにくいということで
現在借りている人が解約いたしましたのでＫ，Ｋさん畜産とタバコを作っていらっしゃい
ます。飼料を作るということで話をいたしました。Ｋさんは若いですけれども畜産を中心
に認定農家として頑張っておられます。次のページの230号、231号のＭさん同じく232号
のＭ，Ｙさんは馬鈴薯、人参を中心に作付されております。米の方は、経営作目ではなく
裏作として作っていらっしゃるということで手広く経営されています。労働力は、本人と
土曜日曜に奥さんとされていますが、手が足りないということで年間雇用をされておりま
す。借りているところは、しっかり管理をされておりますので問題はないと思います。

233号のＳ，Ｍさん、主な耕作物が飼料と私、書いておりましたけれども233号の借りる
場所に飼料を植えるのであって、本人は畜産農家です。訂正をお願いいたします。ここも
奥さん、お母さん3人で管理をしっかりされております。

234号のＮ，Ｋさんは、樹木、お茶という内容の経営をされております。現在も樹木等
で下払いを含めてしっかり管理をされておりますので、問題はないと思います。

235号のＨ，Ｍさん、借りている土地はシキミを植えておられます。シキミの期間がま
だ後15年あるのですが、貸し人のＹさんとの話し合いで5年ごとの契約にしていくという
ことで、シキミですけれども契約期間は5年ということになりました。Ｈ，Ｍさんも息子
さんがシキミの企業の方に就職されておりますので、そこに勤めながら実家の家業も手伝
いをされております。以上の方々は、耕作状況や労働力等含めて問題はないものと思われ
ますので、審議の程よろしくお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。ただ今5人の委員から調査報告をいただきましたが、受付番
号209号から235号までについて、質問異議等はありませんか。

4番
木原委員

質問、異議ではないのですが、私の記憶違いかどうか。1件だけ209号のＫ，Ｙさんはま
だ、いらっしゃいますか？



15番
落司委員

Ｓ荘にいらっしゃいます。

4番
木原委員

わかりました。

議 長 他に異議等はありませんか。

7番
牧原委員

216号のＭさんは、年齢的に86歳、契約はそれを考慮してか2年間の契約期間なんですけ
れどもこのようなケースは今までもあったんですけど年齢的に認めた場合に前例を作るの
ではないか、いい加減な判断をしているのではないかという可能性も無きにしもあらずな
んですが、そこらはどうなんでしょうか。家庭菜園程度の場所を作るのはよいことなんで
すけれども。

事務局 Ｍさんの場合は、確かに高齢なんですが、息子さんがいらっしゃるということで本人さ
ん同士での話し合いの中でも了承されているようです。息子さんがいらっしゃらなけれ
ば、年齢的なことで個人契約にしてくれということなんですけれども。

7番
牧原委員

2年間ということでしてあるから良いとは思うんですけれども。

事務局 息子さんがいらっしゃるということを考慮して契約が成立していると理解しています。

17番
寺田委員

植え付けとか収穫は、息子さんが中心になってシルバー人材センターを使ったり、周囲
に迷惑をかけないようにと毎日のように、高齢で面積もわずか2畝ですけれども荒らさな
いように畦や雑草を払ったり、多種多様の野菜を植え、機械を入れる必要もないほどよく
手入れされています。

7番
牧原委員

はい、了解です。

議 長 他になければ異議なしということで、改めまして議案第28号受付番号140号から235号ま
での内容について一括して質問異議等はないかお諮りします。ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。議案第28号農業経営基盤強化促進法第13条第4項
の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について採決
します。議案第28号は原案のとおり決定することに異議ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、議案第28号農業経営基盤強化促進法第13条第4
項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について
は、原案のとおり許可することに決定しました。

議 長 以上で平成24年度第７回錦江町農業委員会総会の附議事項を終了いたします。

会長

１３番

１５番

議事録調整者 折久木まり子


